
 

 

検討時検討時検討時検討時期期期期    
これまでのこれまでのこれまでのこれまでの    

検討項目検討項目検討項目検討項目    

検討結果概要検討結果概要検討結果概要検討結果概要（（（（○○○○），），），），またはまたはまたはまたは    

検討検討検討検討をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取組内容取組内容取組内容取組内容（（（（※※※※））））    
関連関連関連関連するするするする条例条例条例条例のののの条文条文条文条文    

平成 26 年 3 月 4 日 

～ 

4月 18日 

委員会における 

直接傍聴の実施 

○ 常任委員会については，会

議室の構造等の課題が解消

されてから前向きに検討す

ることを確認 

※ 市会改革推進委員会にお

いて直接傍聴の実施 

会議の公開方法 

 第 13 条 1，3項 

平成 26 年 3 月 4 日 

～ 

7月 18日 

議員間討議の 

仕組み 

○ 常任委員会において，積極

的に議員間討議を行ってい

くことを確認 

市会の位置付けと役割 

 第 3 条 5 項 

委員会 

 第 20 条 2，3項 

平成 26 年 3 月 4 日 

～ 

8 月 25 日 

広報の取組の検証 

○ インターネット中継，ポス

ター，テレビ放映等の広報に

関する取組について検証。よ

り一層の広報の充実が望ま

れること，取組に対する意見

については，議運等において

具体的な取扱い等を検討す

ることを確認 

※ 市立小学校におけるポス

ターの掲出，予算・決算特別

委員会の市長総括質疑の放

映，市会だより発行回数増加

等の実施 

市民との情報共有及び市民の

市政への参画の機会の充実 

  第 9 条 

会議等の公開の推進   

  第 12 条 2，3項 

会議などの公開の方法    

 第 13 条 1，2項 

広報の充実 

 第 14 条 1，2項 

平成 26 年 3 月 4 日 

～ 

11 月 14 日 

議会機能の強化 

○ 広報，政策提案及び調査機

能の充実・強化を図るうえ

で，事務局の人員体制を充

実・強化させることを確認 

※ 調査課に「広報担当課長」

を新設する等，市会事務局の

組織改正を実施 

事務局 

 第 27 条 

平成 26 年 5 月 16 日 

～ 

平成 27 年 1 月 16 日 

通年議会の中間総

括 

○ 通年議会について，制度導

入後の議会運営に関する意

見や，議会機能の観点から，

制度が一定成果を上げてい

る，制度のより一層の情報発

信が必要等の意見があった。 

会期 

 第 19 条 

平成 26 年 4 月 18 日 

～ 

平成 27 年 2 月 20 日 

議会の災害対応 

○ 京都市会大規模災害対応

指針(案)を策定（平成 27年 3

月 20 日）。京都市の防災服に

準じた形状で京都市会の防

災服を作製することを確認 

※ 大規模災害を想定した初

動対応訓練を実施 

（平成 28年 1月 15 日） 

－ 

京都市京都市京都市京都市会会会会におけるにおけるにおけるにおける市会基本市会基本市会基本市会基本条例制定後条例制定後条例制定後条例制定後ののののこれまでのこれまでのこれまでのこれまでの検討検討検討検討・・・・取組状況取組状況取組状況取組状況 
（別紙１） 



 

 

平成 26 年 3 月 4 日 

～ 

平成 27 年 2 月 20 日 

議会の広聴 

○ 頂いた意見に関する改善

取組についての情報発信等

の必要性や本会議傍聴者へ

のアンケート結果を速やか

に議員に報告すべきとの意

見があった。 

市民との情報共有及び市民の

市政への参画の機会の充実 

 第 9 条 

広聴の充実 

 第 15 条 

平成 27年 6月 19日 

～ 

11 月 27 日 

政務活動費の公開 

の在り方 

○ 平成 27 年度支出分の閲覧

開始後，インターネット公開

を速やかに実施すること，公

開対象は，市会図書・情報室

において公開しているもの

と同様とすることを確認 

※ 政務活動費の領収書等を

インターネットで公開開始 

市民との情報共有及び市民の

市政への参画の機会の充実 

 第 9 条 

広報の充実 

 第 14 条 1，2項 

政務活動費 

 第 26 条 1，2 項 

平成 27年 6月 19日 

～ 

11 月 27 日 

議長候補者による

所信表明の場の設

置 

○ 議長候補者及び副議長候

補者による所信表明の場を

設置することを確認 

市民との情報共有及び市民の

市政への参画の機会の充実 

 第 9条 

広報の充実  

 第 14 条 1，2項 

平成 27年 6月 19日 

～ 

12 月 11 日 

情報発信の強化 

○ＩＣＴ環境の充実や開かれ

た市会といった観点から改

善取組を行う。 

※ スマートフォン・タブレッ

トにおけるインターネット

議会中継の対応の実施 

※ 市会ホームページスマー

トフォン版を公開 

※ 議長記者会見の実施 

※ 京都市会公式 Facebook ペ

ージ及び市民意見受付フォ

ームの開設 

市民との情報共有及び市民の

市政への参画の機会の充実 

 第 9条 

会議等の公開の推進 

  第 12 条 2，3項 

会議などの公開の方法   

 第 13 条 1，2項 

広報の充実 

 第 14 条 1，2項 

広聴の充実 

 第 15 条 

平成 26 年 3 月 4 日 

～ 

平成 27 年 2 月 24 日 

議会報告会・意見

聴取会の実施 

○ 合意は得られず，検討を留

保 

市民との情報共有及び市民の

市政への参画の機会の充実 

 第 9条 

広聴の充実 

 第 15 条 

平成 26 年 3 月 4 日 

～ 

検証中 

投票率向上に 

向けた取組 

※ 龍谷大学の学生とのワー

クショップ「議員と話そう in

京都」の開催 

※ 「若者の政治参加を考え

る」をテーマに学生との意見

交換の実施 

※ 龍谷大学の学生からの報

告・提案の聴取の実施等 

※ 有識者（原田謙介氏）から

の意見聴取の実施 

市民との関係の構築 

 第 8 条 1 項 


